
 

 

確定申告が必要な所得控除 

～雑損控除・医療費控除・寄附金控除～ 

 

 暖かくなったり、寒くなったりと、本格的な春が待ち遠しい今日この頃です。 

 さて、確定申告期間真っ只中の今回は、確定申告でしか控除することのできない３つの所得控除（雑損

控除・医療費控除・寄附金控除）についてまとめてみました。年末調整を受けた給与所得者の場合でも、

これらの所得控除を受ける場合には確定申告が必要になりますので、是非ご一読ください。 

 

雑損控除 

 

雑損控除とは、地震や火災等の自然災害、盗難、

横領によって損害を受けた場合には、一定の金額

を所得から控除することができるものです（詐欺や

恐喝は対象外です。）。 

事業用の資産に生じた損失については、事業所

得を計算する際に考慮しますので、雑損控除の対

象にはなりません。また、別荘や絵画、骨董品等の

生活に通常必要でない資産も対象とはなりません。 

雑損控除の対象としては、水害等で自家用車が

水没してしまった場合、地震や風水害で居住用の

家屋に損害が生じてしまった場合、空き巣に入られ

て金品を奪われた場合などをイメージしていただけ

れば良いと思います。 

雑損控除の金額は、 

①（差引損失額）-（総所得金額）×10% 

②（差引損失額のうち災害関連支出の金額） 

-5 万円 

のうちいずれか多い方の金額となります。 

 

差引損失額とは 

損害金額＋災害等に関連した原状回復費用 

－保険金などにより補填された金額 

をいいます。 

 

 文章で書いてしまうとなにやら難しいと思ってしま

しますが、自然災害や盗難等にあった場合には、

所得控除が受けられ、所得控除を受けるには確定

申告が必要だと知っていただければ幸いです。 

 また、災害等関連支出については、領収書が必

要になるほか、被害の証拠書類（自然災害であれ

ばり災証明書や、被害の様子がわかる写真、盗難

であれば被害届受理証明書）を保存しておきましょ

う。 

 

 

医療費控除 

 

 こちらは、雑損控除に比べればなじみのある制度

ではないでしょうか。医療費控除とは自己又は同一

生計の親族のために支払った医療費のうち一定額

の所得控除を受けられる制度であり、通常の医療

費控除とセルフメディケーション税制との選択適用

となります。 

 

 

 

 

～裏面に続きます～ 
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～通常の医療費控除～ 

  

医療費控除の金額は、 

支払った医療費の額－医療保険金等で補填される

金額(※１)－10 万円(※2) となります（最高 200 万

円）。 

 

※1 保険金などで補てんされる金額は、その給付

の目的となった医療費の金額を限度として差し引き

ますので、引ききれない金額が生じた場合であって

も他の医療費からは差し引きません。 

例えば、1 年間の医療費が 100 万円でその内、

10 万円が入院時の医療費であり、入院について生

命保険会社から 20 万円の保険金を受け取った場

合、 

100 万円-20 万円＝80 万円ではなく、 

入院分 0 円＋その他の医療費 90 万円＝90 万

円となります。 

 

※2 その年の総所得金額等が 200 万円未満の人

は、総所得金額等の 5％の金額となります。 

 

～セルフメディケーション税制～ 

 

 こちらは、予防接種や健康診断の受診など健康

増進や疾病予防などの取り組みを行っていることが

条件となりますが、自己又は同一生計の親族が支

払った市販の医薬品（セルフメディケーション税制

対象のもの）の購入金額が 12,000 円を超える場合

に所得控除が受けられる制度となっています。 

所 得 控 除 額 は、 支 払 金 額 -12,000 円 （ 最 大

88,000 円）となります。 

 

 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制

はどちらか一方のみを使うことになります。ですので、

年間の医療費が 10 万円以内であり、市販薬の購

入が多い場合にはセルフメディケーション税制を利

用し、年間の医療費が 10 万円を超え、市販薬は少

ない場合には通常に医療費を選択するといったよう

に有利な方を選択しましょう。 

 

 

寄附金控除 

 

 ふるさと納税の登場により、一躍世に広まった寄

附金控除ですが、寄付の支出先がどのような団体

かであるかによって、取扱いが異なります。 

 紙幅の関係上、詳細は割愛させていただきます

が、寄附金の中には所得控除と税額控除のどちら

か有利な方を選択適用できるもの（政党等に対する

寄附金、認定 NPO 法人に対する寄附金、公益法

人等に対する寄附金）があります。 

 また、ふるさと納税の場合には、確定申告が不要

なワンストップ特例制度がありますが、住宅ローン

控除の初年度や医療費控除、雑損控除を受けるた

めに確定申告が必要になった場合には、ワンストッ

プ特例を使う予定だった場合にも、確定申告書に

寄付金控除を受ける旨の記載が必要となりますの

でご注意ください。 
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